
令和６年７月

作成者

西部駐在所 石井

☎２７２－０１１０

運動重点

① 横断歩道歩行者優先のルール遵守とマナーアップ行動の実践

② 自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守

③ 高齢者の交通事故防止

④ 悪質・危険な運転の根絶と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行

思いやりとゆずりあいで運転しましょう！！
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「闇バイト」はバイトではない！
～闇バイトは犯罪！絶対に手は出さない！～
★ 闇バイトは犯罪！！

★ 絶対に手を出さない！！

★ 一度でも手を出したら抜け出せない！！

●SNSに注意！！●
犯罪被害に遭わないためには、家族で SNS 利用のルール

作りや、フィルタリングを有効活用しましょう。

少年に関する相談は、24時間対応のヤングテレホンへ

０２６－２３２－４９７０（長野県警察本部人身安全・少年課）

夏 山 遭 難 防 止～次のことを守って楽しい山登りにしましょう～
登山計画の作成と共有 もしもに備えた装備品の携行

最新の気象情報を確認 体調管理を万全に 適切な栄養と水分補給

回覧



ニ広報紙作成にかかる連絡】

令和６年７月号は、西部駐在所で作成、月末の仕分けは屋代駅前交番、戸倉・上

山田交番で要員の手配をお願いします。

１ ７月号は

６／２４（月）午前中 ← ※当日厳守でお願いします。

３０１会議室Ａ

へ搬入してください。

仕分け作業は

６／２６（水）午前９時から ３０１会議室Ａ・Ｂ

で行われます。

２ 回覧先は２７００余となるので、

２７５０部

を印刷してください。

余った分から所管区で必要な部数を除いた分を地域課へ提出してください。

（例：３０部余ったが２０部は交番で来訪者に渡すので最終的に余った１０部を

地域課に提出 等々）

３ 令和６年８月号は屋代駅前交番が当番となるので、早めの準備をお願いします。

★★お知らせ★★

作成したミニ広報紙については、千曲市のホームページ用にデータを市に提供して

います。

データ送信の作業は係で行いますので、各交番・駐在所で作成したミニ広報紙は

ファイルサーバ「地域課」－「★実績管理【削除厳禁】」内の

☆ミニ広報紙「千曲警察署だより」

に保存しておいてください。



裏面のデータについても一緒に保存願います。

※裏面について紙ベースのデータしかない場合は、無線機の出納報告と同様

に、スキャナで取り込んで頂けると幸いです。


